
１２．自由の指令・人間宣言 

 

・「自由の指令」 

前章で述べた通り、天皇マッカーサー会談を契機に、政府の言論統制は廃止されていくこととなった。

この流れを継承するようにして、1945年 10月 4日に出されたのが「自由の指令」である。 

自由の指令は、GHQから日本政府に出された指令で、「内務大臣らの罷免、思想・言論規制法規の廃

止、特高警察の廃止、政治犯の釈放等」といった内容となっている。これを通達された東久邇宮首相は、

この内容の実行は不可能として辞職し（10月 5日）、10月 9日幣原喜重郎内閣が成立した。 

その後、自由の指令の内容は逐次実行に移され、特高警察は 10 月 6 日廃止され、（また前述の通り

新聞紙等掲載制限令も 10月 6日廃止、）10月 10日政治犯の釈放が行われた。その後も、国防保安法・

軍機保護法・言論出版集会結社等臨時取締法などが 10 月 13 日廃止、治安維持法・思想犯保護観察法

などが 10月 15日廃止されるなど、思想・言論に関する統制は急速に廃止されていった。 

（註：特別高等警察とは、大日本帝国憲法下の日本で共産主義・社会主義運動のほか、全ての反政府

的言論・思想・運動を弾圧した秘密警察。略称は「特高警察」または「特高」。） 

 

・五大改革指令 

自由の指令に続いて、10月 11日の幣原首相・マッカーサー会談の時にGHQの指令として通達され

たものが、五大改革指令である。内容としては、「（１）婦人の解放、（２）圧政的諸制度の撤廃、（３）

教育の自由主義化、（４）労働組合の結成、（５）経済の民主化」となっている。 

この指令の内容は、この後の日本の政策に大きく影響を与えている。例えば、「婦人の解放」は婦人

参政権（1945年 12月）へとつながり、「圧政的諸制度の撤廃」は、政治犯の釈放、特別高等警察廃止、

治安維持法・治安警察法廃止などに影響した。「教育の自由主義化」では皇国史観（万世一系の天皇が

日本を支配する、いわゆる「国体」思想）が否定され、「労働組合の結成」は 1947 年の労働三法制定

と労働省設置へとつながる。「経済の民主化」の中心は、財閥解体と農地改革であり、財閥解体により

独占状況は緩められ、また農地改革により小作農が大幅減するなどという結果をもたらしている。この

指令は、GHQ の対日基本方針（15 章参照）の路線に沿った施策であり、「自由の指令」とあわせて、

戦後日本の基本政策の一環を担ったと考えられる。 

 

・国家神道の廃止 

GHQの改革は、さらに「国家神道（あるいは神社神道）」へと進んでいく。国家神道とは、政府の政

策として進められた国家的宗教であり、万世一系の天皇が日本を支配するという「国体」思想と結びつ

いたものであった。第二次大戦を招いた構造を排除するため、GHQ は天皇崇拝を推進することに国家

神道が一定の役割を果たしたことを認め、国家神道を廃止することを決定した。 

12月 15日、GHQの通知「国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督並に公布の

廃止に関する件」（いわゆる「神道指令」）により、神社は国家から分離することが日本政府に覚書の形

で通達され、国家神道は終焉を迎えた。 

 



・天皇の「人間宣言」 

終戦直後の歴史の中で、特に国民に大きなインパクトを与えたものの一つに、天皇の人間宣言が挙げ

られるであろう。この宣言は、1946年 1月 1日に発せられ、また同日の朝刊に掲載された。 

人間宣言は、天皇が自らの神格を否定したと解釈される詔書の通称であり、1946年 1月 1日の官報

にて掲載された。正式なタイトルがないため、通称「人間宣言」と呼ばれる。 

このなかで昭和天皇は、天皇を現御神とするのは架空の観念であると述べ、自らの神性（天皇家に関

する神話と伝説）を否定した。これは、後に天皇の地位に根本的な変更がもたらされる布石ともなり、

マッカーサーはこの詔書を天皇が日本国民の民主化に指導的役割を果たしたと高く評価した。 

また、詔書の冒頭には明治天皇の五箇条の誓文が引用されている。これは、誓文の第一文が「広く会

議を興し万機公論に決すべし」とあるように、明治天皇の時代に明治天皇が民主主義を採用しようと考

えていたことを示す意図があった、と昭和天皇自身が 1977年 8月 23日の記者会見で語っている。 

また、宣言草案に関しては、幣原起草説、GHQ起草説があるが、現在ではGHQ起草説が有力である。

これは、当時他の連合国からの天皇に対する圧力が大きく、戦犯にせよという要求も多かったために、

人間宣言を出すことで、戦後天皇制を維持できるようにした、という配慮と考えられる。また、冒頭の

五箇条の誓文の引用に関しては、自らの発案であったと、後日昭和天皇は語っている。 

この宣言は、実際に「民主主義的傾向に基き、平和主義のもとに新日本を建設しなければならない」

という趣旨で書かれており、また天皇の神性を否定していることから、戦後の民主主義・象徴天皇制と

いう基本原則への道を示した文書であると言える。 

 

（参考資料）次頁：詔勅の載った官報 



 


